
自
治
体
国
保
に
加
入
し

て
い
る
人
の
場
合
、
新
年

度(

平
成
二
十
七
年
度)

の

国
民
健
康
保
険
料(

税)

の

通
知
が
、
来
月
〜
七
月
上

旬
に
か
け
て
送
付
さ
れ
て

き
ま
す
。

少
子
高
齢
化
や
医
療
費

高
額
化
に
よ
っ
て
、
多
く

の
自
治
体
で
保
険
料
の
引

き
上
げ
が
続
い
て
い
ま
す
。

国
保
を
払
え
ず
差
し

押
さ
え
処
分
を
受
け
た
組

合
員
も
。
国
保
は
前
年
の

所
得
や
資
産
、
人
数
な
ど

に
よ
っ
て
毎
年
改
定
さ
れ

ま
す
。

新
年
度
の
通
知
を
見
て

高
い
と
思
っ
た
人
は
、
一

度
組
合
の
取
り
扱
う
「
建

設
国
保
」
と
比
較
し
て
く

だ
さ
い(

左
の
表)

。

建
設
国
保
は
所
得
や
資

産
に
関
係
な
く
、
年
齢
と

家
族
数
に
よ
っ
て
保
険
料

が
一
律
に
定
め
ら
れ
て
い

る
健
康
保
険
で
す
。

医
療
機
関
に
か
か
る
場

合
は
、
自
治
体
国
保
と
同

じ
三
割
負
担
で
す
が
、
傷

病
手
当
金
や
人
間
ド
ッ
ク

補
助
な
ど
が
つ
い
て
い
ま

す
。さ

ら
に
、
四
〇
歳
以
上

の
人
に
加
入
が
義
務
づ
け

ら
れ
て
い
る
介
護
保
険
料

が
一
律
二
千
四
百
円
と
低

額
に
設
定
さ
れ
て
い
ま
す
。

今
年
三
月
公
表
さ
れ
た

六
五
歳
以
上
の
介
護
保
険

料(

十
二
年
〜
十
四
年)

の

全
国
平
均
は
四
九
七
二
円
、

〇
九
年
〜
一
一
年
度
と
比

較
し
十
九
％
増
に
な
っ
て

い
ま
す
。
今
後
高
齢
者
の

増
加
と
と
も
に
さ
ら
に
高

額
に
な
る
こ
と
が
予
想
さ

れ
て
お
り
、
こ
の
点
も
含

め
検
討
す
る
こ
と
が
重
要

で
す
。
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19歳以下 20～24歳 25～29歳 30～39歳 40～49歳 50歳以上

本人 12,500 15,500 17,500 19,000 20,000 21,000

家族1人 17,900 20,900 22,900 24,400 25,400 26,400

家族2人 23,300 26,300 28,300 29,800 30,800 31,800

家族3人 28,700 31,700 33,700 35,200 36,200 37,200

家族4人 34,100 37,100 39,100 40,600 41,600 42,600

家族5人 39,500 42,500 44,500 46,000 47,000 48,000

家族6人 44,900 47,900 49,900 51,400 52,400 53,400

介護保険料(40歳以上の人のみ)は2400円(1か月)

保険料は所得、資産に関係なく一律です(1か月)

県
本
部
は
四
月
三
日
、

栃
木
県
に
た
い
し
て
、
現

在
栃
木
県
労
働
委
員
会
の

公
益
委
員
を
務
め
る
横
山

幸
子
弁
護
士
に
つ
い
て
、

再
任
し
な
い
よ
う
申
し
入

れ
ま
し
た
。

公
益
委
員
に
は
高
い
公

平
性
、
中
立
性
が
求
め
ら

れ
ま
す
。
横

山
弁
護
士
は

そ
の
観
点
か

ら
明
ら
か
に

問
題
が
あ
り
ま
す
。

二
〇
一
三
年
、
宇
都
宮

市
に
あ
る
運
送
会
社
で
県

本
部
所
属
の
組
合
員
ら
が

組
合
を
結
成
し
ま
し
た
。

会
社
は
組
合
つ
ぶ
し
を
画

策
し
、
組
合
員
を
解
雇
す

る
な
ど
不
当
労
働
行
為
を

重
ね
た
た
め
、
組
合
は
県

労
働
委
員
会
に
救
済
を
申

立
て
ま
し
た
。

横
山
弁
護
士
は
、
解
雇

事
件
発
生
当
初
か
ら
こ
の

運
送
会
社
の
代
理
人
に
な
っ

て
い
ま
す
。
ま
た
、
組
合

と
の
団
体
交
渉
に
も
参
加

し
、
会
社
側
の
発
言
を
仕

切
っ
て
い
ま
し
た
。
中
立

性
を
求
め
ら
れ
る
公
益
委

員
が
、
そ
の
任
期
中
に
労

使
紛
争
中
の
会
社
側
代
理

人
に
な
る
こ
と
は
通
常
あ

り
得
ま
せ
ん
。

ま
た
、
横
山
弁
護
士
は
、

団
体
交
渉
に
お
い
て
、
裁

判
中
で
あ
る
こ
と
を
理
由

に
、
団
交
拒
否
を
明
言
し

ま
し
た
。
地
労
委
公
益
委

員
が
自
ら
不
当
労
働
行
為

発
言
を
し
た
こ
と
に
な
り

ま
す
。

任
命
権
は
県
知
事
に
あ

り
ま
す
。
公
益
委
員
に
は

県
民
の
税
金
が
報
酬
と
し

て
支
払
わ
れ
て
い
ま
す
。

し
か
し
こ
の
よ
う
な
人
物

が
要
職
に
つ

い
て
い
る
こ

と
を
多
く
の

県
民
は
知
り

ま
せ
ん
。

問
題
を
重
視
し
た
栃
木

県
労
働
弁
護
団(

団
長
田
中

徹
歩
弁
護
士)

も
再
任
し
な

い
よ
う
申
し
入
れ
を
行
っ

て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

任
期
は
今
年
七
月
二
十

一
日
ま
で
に
な
っ
て
お
り
、

そ
の
去
就
に
注
目
で
す
。

残
業
代
ゼ
ロ
、
生
涯
非
正
規
、
こ
れ
は

高
度
成
長
期
に
行
わ
れ
た
ダ
ン
プ
労
働

者
の
個
人
事
業
主
化
と
ダ
ブ
り
ま
す
。

五
月
十
四
日
、
都
内
日
比
谷

野
音
で
、
日
本
労
働
弁
護
団
主

催
の
労
働
法
制
改
悪
反
対
集
会

が
開
催
さ
れ
、
約
二
千
五
百
人

が
参
加
、
県
本
部
か
ら
も
代
表

が
参
加
し
ま
し
た
。

安
倍
政
権
は
今
国
会
で
、
労

働
者
派
遣
法
と
労
働
基
準
法
の

大
改
悪
を
成
立
さ
せ
よ
う
と
し

て
い
ま
す
。

集
会
で
は
、
全
労
連
、
全
労

協
、
連
合
の
代
表
な
ど
が
、
残

業
代
ゼ
ロ
が
多
く
の
労
働
者
に

適
用
さ
れ
、
生
涯
非
正
規
で
働

く
人
が
多
数
発
生
す
る
こ
と
に

な
る
と
発
言
、
全
国
で
反
対
運

動
を
強
め
よ
う
と
呼
び
か
け
ま

し
た
。
最
も
印
象
に
残
っ
た
の

は
、
ご
主
人
を
過
労
死
で
亡
く

し
た
奥
さ
ん
の
訴
え
で
し
た
。

取
り
組
み
を
強
め
よ
う
！


